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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に中空部が形成された構造体と、
　この構造体に設けられ上記構造体の外側から上記中空部内へ流体を導入するための洗浄
ポートと、
　上記中空部に形成された第１の凹部を有する軸受部と、
　前記第１の凹部の外周部から外側に突き出して形成された第２の凹部を少なくともその
一部に有し、上記中空部に設けられ、上記洗浄ポートから流入する流体を前記軸受部に導
入する洗浄流路と、
　前記軸受部に回転可能に支持された回転部と、
　患部に挿入するための処置部と、
　前記回転部の動力を前記処置部に伝達するための動力伝達部材と、
　前記回転部を回転させるための動力源と、
　前記動力源を制御するための制御部と、
　前記制御部に制御指令を入力するための入力部と、
を備えていることを特徴とする医療用マニピュレータ。
【請求項２】
　前記軸受部と前記回転部とは、着脱可能に配置されていることを特徴とする請求項１に
記載の医療用マニピュレータ。
【請求項３】
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　上記洗浄流路の少なくとも一部が上記洗浄ポートと接続されていることを特徴とする請
求項１に記載の医療用マニピュレータ。
【請求項４】
　上記構造体内を流れる流体の向きに沿って上記洗浄流路が形成されていることを特徴と
する請求項１に記載の医療用マニピュレータ。
【請求項５】
　前記第１および第２の凹部は複数設けられ、少なくとも１組の前記第１および第２の凹
部は、上記洗浄流路に接続されていることを特徴とする請求項１に記載の医療用マニピュ
レータ。
【請求項６】
　上記洗浄流路は、上記洗浄ポートからの距離に応じてその断面積が変化するように形成
されていることを特徴とする請求項１に記載の医療用マニピュレータ。
【請求項７】
　上記洗浄流路は、少なくとも１組の前記第１および第２の凹部において分岐する副洗浄
流路を有することを特徴とする請求項１に記載の医療用マニピュレータ。
【請求項８】
　上記副洗浄流路の延びる方向は、上記洗浄流路の延びる方向と直交していることを特徴
とする請求項７に記載の医療用マニピュレータ。
【請求項９】
　上記洗浄流路を形成する少なくとも１つの角は、丸め加工がなされていることを特徴と
する請求項１に記載の医療用マニピュレータ。
【請求項１０】
　上記洗浄ポートは、上記構造体を床面に置いた場合に鉛直方向で最も高くなる位置に設
けられていることを特徴とする請求項１に記載の医療用マニピュレータ。
【請求項１１】
　上記洗浄流路を形成する少なくとも一つの面には、フッ素樹脂コーティングがなされて
いることを特徴とする請求項１に記載の医療用マニピュレータ。
【請求項１２】
　上記構造体は、相異なる複数の材質の部材を組み立てて構成されていることを特徴とす
る請求項１に記載の医療用マニピュレータ。
【請求項１３】
　上記構造体は、上記中空部の壁面を構成する着脱自在のカバー体を具備することを特徴
とする請求項１に記載の医療用マニピュレータ。
【請求項１４】
　前記第２の凹部は、前記第１の凹部よりも深く形成されたことを特徴とする請求項１に
記載の医療用マニピュレータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用マニピュレータ等の医療用器具に関し、特に内部に複雑な構造を有し
、洗浄や滅菌が必要なものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　胆のう摘出手術等の腹腔鏡下手術においては、患者の腹部に小さな穴をあけ、その部分
にトラカールを取り付け、トラカールを介して内視鏡や鉗子を挿入し、術者が内視鏡の映
像をモニタで見ながら鉗子を操作して手術を行っている。このような手術方法は開腹を必
要としないため患者への負担が少なく、術後の回復や退院までの日数が大幅に低減される
。このように腹腔鏡下手術は患者への負担が少ないという点で優れ、適用分野の拡大が期
待されものである。
【０００３】
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　しかしその反面、術者にとっては直接患部が見られない、開閉グリッパしか設けられて
いない操作性に乏しい鉗子を使用し、必ずしも手術に適したものとはいえず、その上術者
の熟練した技術を要するものであった。
【０００４】
　そこで、鉗子先端に姿勢の自由度を与え、複数の自由度を持つ操作部（マスタ部）を術
者が操作し、複数の自由度を持つ先端の作業部（スレーブ部）が操作部の動きに合わせて
動作するマスタスレーブ方式によって腹腔鏡下手術を行うことが研究され導入されている
。マスタスレーブ方式の医療用マニピュレータの１つとして、操作部と作業部とが離れた
ところに位置する遠隔操作型がある。遠隔操作型の医療用マニピュレータは、スレーブア
ームを患者の側に複数配し、患者から離れた所にあるマスタを操作し、医療用マニピュレ
ータ先端の位置と姿勢を制御するものである。
【０００５】
　また、マスタスレーブ方式の医療用マニピュレータ構造として、操作部と作業部が一部
の共通軸を持ち簡素なシステムで導入しやすい一体型の医療用マスタスレーブマニピュレ
ータがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　先に挙げた遠隔操作型の医療マニピュレータに対して、この一体型の医療用マニピュレ
ータは術者が患者の側に立ち、直接マニピュレータを操作するので、安全性の問題が大幅
に軽減する。他にも、電動式ではなく機械式で器具の作業部の自由度を駆動する多自由度
鉗子や、電気メスまたは超音波メスであって、それら先端処置部が術者の操作通りに動作
する器具等、高機能化の研究が進められ導入されている。
【特許文献１】特開２０００－３５０７３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述した医療用器具であると次のような問題があった。すなわち、これらの医療用器具
が高機能化、細径化されるとともに、その構造はより複雑になる。このような医療用器具
を洗浄する場合、一般に広く使われている超音波洗浄機やウォッシャーディスインフェク
タ等の洗浄装置では、これら複雑な構造を有する医療用器具の内部を完全に洗浄すること
が困難である。細部に溜まった血液や組織片等の汚れが、従来の洗浄方法では十分に落と
せないためである。そのため医療機関では、これら複雑化された器具に対し、作業者が丹
念にブラッシングし、長時間にわたって中空管内を流水洗浄し、必要ならば器具を一旦分
解し、部品毎に洗浄を実施した後、再組み立てを行う必要がある。
【０００８】
　このように人手による作業が多く、一般的に確立した方法でないため、洗浄性を必ずし
も保障できるものではないのが現状である。さらには、洗浄残しがあると、この後の滅菌
過程において滅菌不良の要因ともなる。高機能化され様々な電子機器を内蔵するようにな
った医療用器具は、高圧蒸気滅菌には耐えることができず、酸化エチレンガス滅菌にて処
理されることが多い。しかし医療用器具の構造が複雑化されるとともに、細部にわたって
滅菌ガスが行き渡らず滅菌不良が発生しやすくなるといった問題が発生する。これは医療
事故にもつながる重大な問題である。
【０００９】
　このように、医療機関内で洗浄、滅菌処理を行うだけでは医療用器具を再利用する際に
安全性を確保できないと判断される場合、医療用器具はディスポーザブル（使い捨て）医
療用器具として扱われることが多い。ディスポーザブル医療用器具は製造過程において洗
浄され、梱包後にそのままγ線滅菌されることが多く、洗浄滅菌に関しての安全性は確保
される。しかし、高機能化されるとともに医療用器具のコストは増大し、このような医療
用器具を使い捨てとして扱うのは不経済であり、さらには、環境的観点からも医療廃棄物
の要因となることは好ましくない。
【００１０】
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　また、医療用器具の構造の複雑化に伴い発生する洗浄不良、滅菌不良の問題を、洗浄装
置、洗浄剤、滅菌装置やそれらの方法の改良によって解決しようとする試みもあり一部導
入されているが、それらは、すべての医療用器具にわたって十分な洗浄・滅菌能力を示す
ものとは言えない。
【００１１】
　以上述べたように、様々な高機能化された医療用器具が研究導入されつつある中であり
ながらも、技術面、コスト面から、十分な洗浄性、滅菌性を確保できない環境にあり、そ
の器具の使用において安全性を十分に確保できないといった問題がいまだ残っている。
【００１２】
　そこで、本発明は、洗浄性、滅菌性を簡単な構造により確保することで、安全性を向上
させることができる医療用器具を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決し目的を達成するために、本発明の医療用マニピュレータは次のように
構成されている。
【００１４】
　内部に中空部が形成された構造体と、
　この構造体に設けられ上記構造体の外側から上記中空部内へ流体を導入するための洗浄
ポートと、
　上記中空部に形成された第１の凹部を有する軸受部と、
　前記第１の凹部の外周部から外側に突き出して形成された第２の凹部を少なくともその
一部に有し、上記中空部に設けられ、上記洗浄ポートから流入する流体を前記軸受部に導
入する洗浄流路と、
　前記軸受部に回転可能に支持された回転部と、
　患部に挿入するための処置部と、
　前記回転部の動力を前記処置部に伝達するための動力伝達部材と、
　前記回転部を回転させるための動力源と、
　前記動力源を制御するための制御部と、
　前記制御部に制御指令を入力するための入力部と、
を備えていることを特徴とする医療用マニピュレータ。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、洗浄性、滅菌性を簡単な構造により確保することで、安全性を向上さ
せることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１は本発明の第１の実施の形態に係る医療用マニピュレータシステム１００を示す斜
視図である。ここでは一体型の医療用マニピュレータを例にとって説明する。医療用マニ
ピュレータシステム１００は、マスタスレーブ方式で動作する医療用マニピュレータ（医
療用器具）２００と、医療用マニピュレータ２００を制御駆動させる制御装置３００と、
術者の指令を入力する指令入力装置４００と、医療用マニピュレータ本体２００の動作状
態を表示する動作状態表示器５００とを備えている。
【００１７】
　図２及び図３に示すように医療用マニピュレータ２００は、分離結合自在に設けられた
操作部２１０及び作業部２２０を備えている。操作部２１０は、フレーム２１１を備えて
いる。フレーム２１１の一端側には、回転軸Ｐ廻りに回動自在に設けられたハンドルフレ
ーム２１２と、このハンドルフレーム２１２に回転軸Ｑ廻りに回動自在に設けられた開閉
部２１３とを備えている。フレーム２１１の他端側には、駆動部２１４が設けられている
。駆動部２１４には、駆動モータ２１５～２１７が設けられている。操作部２１０の各回
転軸及び開閉部２１３には、その回転角度及び開閉角度を読み取る角度センサが取り付け
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られ、術者が操作した角度情報を逐次、制御装置３００に送信する。
【００１８】
　作業部２２０は、患部に挿入される処置部２３０と、軸ケース２４０と、処置部２３０
と軸ケース２４０とを連結する連結部２５０とを備えている。
【００１９】
　処置部２３０には、開閉自在に設けられたグリッパ２３１と、このグリッパ２３１をロ
ール方向（矢印Ｓ方向）に回動自在に支持するロール方向支持部２３２と、このロール方
向支持部２３２をヨー方向（矢印Ｙ方向）に回動自在に支持するヨー方向支持部２３３と
を備えている。
【００２０】
　軸ケース２４０及び連結部２５０内部には、駆動部２１４の駆動モータ２１５～２１７
の駆動力を処置部２３０に伝達するための動力伝達部２６０が収容されている。
【００２１】
　軸ケース２４０は、筐体２４１を備えている。図５において筐体２４１の一方の壁面が
省略されて図示されている。筐体２４１は、中空部２４２を備えており、後述するように
動力伝達部２６０の回転軸２６１～２６３が収容されている。さらに筐体２４１には、筐
体２４１の外部と中空部２４２とを連通する洗浄ポート２４３が形成されており、中空部
２４２内を洗浄するための洗浄水が流入させることができる。なお、洗浄ポート２４３に
は気密性を保持するために栓によって閉じられている。
【００２２】
　中空部２４２には、軸受部（凹部）２４４～２４６が形成されており、回転軸２６１～
２６３の軸受２６１ｃ～２６３ｃが着脱自在に配置されている。軸受部２４４～２４６に
は、それぞれ洗浄流路２４７が形成されており、回転軸２６１～２６３の軸受２６１ｃ～
２６３ｃが取り付けられた状態で洗浄流路２４７が中空部２４２側に露出する構成となっ
ている。
【００２３】
　動力伝達部２６０は、図５に示すように、軸ケース２４０の中空部２４２に回転自在に
配置された回転軸２６１～２６３と、後述するシャフト２６１ａ～２６３ａにそれぞれ掛
け渡されたワイヤ２６４～２６６と、これらワイヤ２６４～２６６により作動するギア部
２６７とを備えている。
【００２４】
　回転軸２６１～２６３は、シャフト２６１ａ～２６３ａ（２６２ａは不図示）と、これ
らシャフト２６１ａ～２６３ａの一端側に形成され、それぞれ駆動モータ２１５～２１７
と噛合せられる噛合部２６１ｂ～２６３ｂ（２６２ｂは不図示）と、シャフト２６１ａ～
２６３ａの他端側に形成され、軸ケース２４０の軸受部２４４～２４６に取り付けられる
軸受２６１ｃ～２６３ｃ（２６２ｃは不図示）とを備えている。
【００２５】
　グリッパ２３１の開閉動作及び姿勢、ロール方向支持部２３２の回動動作、ヨー方向支
持部２３３と回動動作は、上述した動力伝達部２６０を介して術者の指令に応じて動作す
る。
【００２６】
　制御装置３００は、電源部３０１、演算部３０２、モータ駆動回路部３０３、安全保護
装置３０４、各種スイッチ３０５，３０６から構成される。
【００２７】
　電源部３０１は、外部電源からトランスを介して演算部３０２とモータ駆動回路部３０
３へ必要な電力を供給する機能を有している。演算部３０２は、ＣＰＵ、記憶装置、論理
回路、インターフェイス等で構成され、操作部２１０の操作角度を読み取り作業部２２０
を駆動する駆動モータ２１５～２１７の制御目標値を生成する機能と、駆動モータ２１５
～２１７の動作角度を測定する角度センサの情報を読み込み駆動モータ２１５～２１７の
制御目標値を比較し、その偏差を解消するようにモータ指令入力を算出する機能とを有し
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ている。また各種スイッチ３０５，３０６等の信号入力を監視し、予め決められたプログ
ラムに沿って制御演算を行う。演算部３０２は、これらの処理を、予め決められた制御周
期に従って繰り返す。
【００２８】
　モータ駆動回路３０３は、演算部３０２からの指令入力に従って駆動モータ２１５～２
１７ヘ電力を出力する回路である。安全保護装置３０４は、演算部３０２の演算周期異常
、モータ駆動回路異常、緊急停止指令等の異常事態に備えて、医療用マニピュレータ２０
０への電力を遮断し、その動作を直ちに停止させる装置である。各種スイッチ３０５，３
０６は、制御装置３００の筐体に装備され、医療用マニピュレータ２００の動作状態の切
換指令、電源切換等に使われる。
【００２９】
　指令入力装置４００は、術者が直接操作することで医療用マニピュレータの動作開始や
終了、動作状態の切換等の指令をスムーズに行うための装置であって、通常は手技の阻害
とならないようにフットスイッチを用いることが多い。音声入力や医療用マニピュレータ
２００に装着したスイッチによって行うこともできる。
【００３０】
　動作状態表示器５００は、医療用マニピュレータ２００の動作状態を表示するもので、
術者や手術に携わる助手等が操作状態の確認が容易であるようにして手術の安全性を高め
るものである。表示結果が術者の視野に違和感無く入りやすいように、内視鏡用モニタ付
近に設置されることが多い。
【００３１】
　このように構成された医療用マニピュレータシステム１００では、次のようにして操作
が行われる。すなわち、術者が操作部２１０を操作することにより、その操作角度が角度
センサによって読み込まれ、操作角度が制御装置３００によって駆動量が算出さる。この
駆動量に基づいて駆動モータ２１５～２１７が作動し、動作伝達部２６０により駆動力が
処置部２３０を動作させる。
【００３２】
　このとき、連結部であるシャフト部分の先が処置部であり、体腔内に挿入され血液等に
よって直接汚染される部分である。処置部に対して動力を伝えるワイヤやそれを通してい
るシャフト内を伝って、血液等が軸ケースまで進入してくる。そのため動力軸やベアリン
グが汚染される。作業部２２０は気密性が保たれている。これは腹腔鏡下手術が気腹法に
よって行われることが多いためである。それゆえ処置部２３０で付着した血液等の汚れは
動力伝達部２６０を介して軸ケース２４０に伝わってきても作業部２２０側から流出する
ことはない。洗浄ポート２４３には気密性を保持するための栓がしてある。
【００３３】
　次に、処置後の医療用マニピュレータ２００の洗浄方法について詳述する。医療用マニ
ピュレータ２００の操作部２１０と作業部２２０とを結合分離自在にすることで洗浄性を
向上させることができる構成となっている。すなわち、モータやスイッチ、センサ等の電
子機器をすべて操作部２１０側に配し、機械構成部品のみからなる処置部２３０及び動力
伝達部２６０を作業部２２０側に配している。
【００３４】
　作業部２２０側は術部に直接接触する部分であり、汚染度の最も高い部分であるが、電
子機器が配置されていないため、超音波洗浄装置やウォッシャディスインフェクタ等の洗
浄装置で洗浄する際には、洗浄水にそのまま浸かっても問題のない構造となっている。こ
のため、汚染度の度合いと、それにより決まる洗浄方法に対する適合度合いとを一致させ
た構成とし、それら度合いの違いが生じる部分で分離結合できるようにした構成である。
【００３５】
　作業部２２０は物理的に動力を伝える動力伝達部２６０が処置部２３０まで接続されて
いることが必要なため、連結部２５０は中空であり、処置部２３０側は開口している。連
結部２５０内を洗浄するために軸ケース２４０側に洗浄ポート２４３を設けて、洗浄水を
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流すことができるようにしてある。
【００３６】
　一方、軸ケース２４０においては、軸受２６１ｃ～２６３ｃは外輪と内輪との間のベア
リング玉がある部分に空隙があるため、連結部２５０内を伝ってきた汚染物は軸受２６１
ｃ～２６３ｃ側に到達する。軸受２６１ｃ～２６３ｃは袋小路構造であるが、洗浄流路２
４７が設けられているため、流水を容易に通流させることができる。
【００３７】
　なお、図７に比較例として示すように、洗浄流路２４７が設けられていない軸ケース２
４０の場合には、流水洗浄を行っても効果的な流れが生じず、汚れを落とすことができな
い。このことは、試作モデルに対して実施した洗浄試験にて実証されている。血液によっ
て汚染した試作モデルをウォッシャディスインフェクタにて洗浄した後に、たんぱく質と
反応するアミドブラック溶液にて反応させた結果、３ヶ所の軸受け部分にたんぱく質残存
による染色反応が出た。ゆえにこの構造は十分な洗浄性を有していないことが実証された
。
【００３８】
　これに対し、本実施の形態に係る図５に示す軸ケース２４０においては、洗浄流路２４
７が設けられているため、効果的に洗浄を行うことができ、染色反応が出ない。
【００３９】
　図８は上述した本実施の形態における第１の変形例に係る軸ケース２４０を示す斜視図
である。本第１の変形例においては、軸受部２４４～２４６において洗浄流路２４７を延
ばし、さらに一方の流入出口を設けるようにした。これにより、洗浄流路２４７を流れる
流量を増大させることができ、流水洗浄を効果的に行うことができる。
【００４０】
　図９は上述した本実施の形態における第２の変形例に係る軸ケース２４０を示す斜視図
である。本第２の変形例においては、洗浄流路２４７の向きを変化させたものである。中
空部２４２内の流水の流れ方向を鑑みて最も効果的に汚れを流れ落とすことができる方向
に配置する。
【００４１】
　図１０は上述した実施の形態における第３の変形例に係る軸ケース２４０を示す斜視図
である。通常は洗浄ポート２４３側から連結部２５０側に向けて洗浄水は流れるが、軸ケ
ース２４０の壁部が着脱自在の蓋部２４８から形成されており、蓋部２４８を外した開口
部から洗浄水を導入するような場合には、図９に示すような洗浄流路２４７が設けられて
いる方向が効果的に汚れを落とすことができる。なお、筐体２４１に設けられた蓋受け２
４１ａに蓋部２４８の一端を合わせて嵌め込み、蓋止めネジ２４８ａにより締め付け固定
できる。図１０中２４８ｂはゴム溝、２４８ｃはゴムパッキンを示しており、気密性を保
つことができる。
【００４２】
　このように構成されていると、洗浄時は、蓋部２４８を外して洗浄水を内部に行き渡ら
せることが容易になるとともに、洗浄流路２４７に流水を流しやすくし、乾燥時は、中空
部２４２内部の蒸気が拡散しやすくなることで乾燥不良がなくなり、滅菌時は、滅菌ガス
が行き渡りやすくなるので滅菌不良が生じなくなる、エアレーションにおいてガスが残留
しなくなる、といった効果が生まれる。この他、汚れが実際に落ちているか否かを視認で
きるという効果がある。
【００４３】
　図１１は上述した実施の形態における第４の変形例に係る軸ケース２４０を示す斜視図
である。本第４の変形例においては、各軸受部２４４～２４６に設けられた洗浄流路２４
７が互いに接続され、洗浄ポート２４３とも連結されている。
【００４４】
　本変形例によれば、洗浄流路２４７と洗浄ポート２４３とが直結されているので、流入
する洗浄水の流水圧を効果的に伝えることができ、より洗浄効果を増大させることができ
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る。
【００４５】
　図１２は上述した実施の形態における第５の変形例に係る軸ケース２４０を示す斜視図
である。本第５の変形例においては、洗浄流路２４７とは直交する向きに副洗浄流路２４
９が設けられている。
【００４６】
　このように構成されていると、さらに洗浄効果を高めることができる。すなわち、洗浄
ポート２４３は通常、筐体２４２から突出した形状をしており、洗浄槽内で洗浄ポート２
４３を上方に向けた状態は必ずしも安定した状態とはいえず、図１２に示すような向きに
置かれることが自然である。このような状態で、軸受部２４４～２４６に溜まった空気を
排出するために、さらに副洗浄流路２４９を鉛直上向きに設けることで、洗浄流路２４７
の一方側から洗浄液が流入してくると、他方側からだけでなく副洗浄流路２４９からも空
気が押し出されるために軸受部２４４～２４６に空気が残ることがなく、洗浄阻害が発生
しない。また、副洗浄流路２４９のように流路を複数用意することで、軸受部２４４～２
４６に溜まった汚れをより効率的に流し落とすことができるようになる。
【００４７】
　なお、洗浄処理後に行われる、乾燥、滅菌工程においても次の点で有効である。内空構
造、袋小路構造は、乾燥されにくい部分である。洗浄後に残った水滴をエアガンで吹き飛
ばし乾燥機にかけて処理をする。エアガンでは十分には水滴を飛ばせないが、副洗浄流路
２４９を設けることで袋小路構造部にある水滴を飛ばしやすくする。さらには、袋小路構
造部において水滴が残存し乾燥されにくいといったことを発生しにくくする。エアガンで
水滴を飛ばさなくとも乾燥機のみの処理で十分乾燥できるようにもなる。滅菌処理におい
ても、使用される滅菌ガスが細部に行き渡りやすくなるとともに、滅菌後のエアレーショ
ンにおいてもガスが抜けやすくなるといった効果が生じる。このように、副洗浄流路２４
９は、洗浄時に使用される洗浄液のような液体以外にも、乾燥、滅菌時において流れうる
気体の通り道としても効果を発揮するものである。
【００４８】
　図１３は、洗浄流路２４７の変形例を示す図である。洗浄流路２４７を形成する少なく
とも一つの面を表面粗さ０．８以下に加工するようにしてもよい。また、洗浄流路２４７
を形成する少なくとも一つの角に丸め加工を施すようにしてもよい。さらに、洗浄流路２
４７を形成する少なくとも一つの面をフッ素樹脂コーティングを施すようにしてもよい。
【００４９】
　このように構成されていると、流水が流れやすいこととともに、汚れが付着しにくくな
り、洗浄流路２４７が洗浄不良個所とならない。
【００５０】
　この他、洗浄流路２４７は、筐体２４１全体と比較すれば狭い流路であるため、流水洗
浄のために設けられた洗浄流路が洗浄不良となる要素とならない設計が必要である。この
ため、洗浄流路２４７の断面積は可能な範囲で大きいことが望ましい。可能な範囲とは、
例えば軸受部２４４～２４６の場合、軸を受けているベアリングの位置や姿勢が軸ケース
に対して変動しないような十分な接触面積が必要である。
【００５１】
　洗浄流路２４７によってこの接触面積を減らし過ぎないようにすることが肝心である。
洗浄ポート２４３から離れた位置にある洗浄流路２４７では洗浄水の流量の減少による流
水圧の減少に伴い、洗浄効果が低下することがある。そこで洗浄流路２４７の断面積を洗
浄ポートからの距離に応じて減少させることで流水圧を保持し洗浄効果を維持することが
できる。これは洗浄ポート２４３から離れるほどすなわち処置部２３０に近づくほど断面
積が小さくなることによる処置部からの汚れ流入を抑える効果もある。
【００５２】
　なお、洗浄ポート２４３からの距離に応じて洗浄流路２４７の断面積を変化させるよう
にしてもよい。洗浄ポートから効率よく流水圧減少を軽減して洗浄水を流すことができ、
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洗浄効果を低下させることがない。
【００５３】
　ここでは、洗浄流路２４７が熱膨張率（線膨張率）の異なる複数の構成要素で構成され
る場合について述べる。軸ケース２４０の材質をＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン
）とし、動力軸の材質をアルミニウムとする。ＰＥＥＫは耐熱性に優れるため、高圧蒸気
滅菌にて処理しても変形しないため医療用器具の材料として用いられることがある。
【００５４】
　動力軸及び軸受部２４４～２４６の内径を１０ｍｍとする。洗浄時に使われる洗浄水は
５５℃の温水であることが一般的であるため、洗浄時には常温２５℃から５５℃まで３０
℃の温度上昇がある。ＰＥＥＫ、アルミニウムの線膨張率はそれぞれ５．０×１０－５、
２．３×１０－５である。
【００５５】
　一般的に、線膨張率をα、温度変化をΔＴ、元の長さをＬ０、伸びをΔＬとすると次の
ような関係式がある。ΔＬ＝α×Ｌ０×ΔＴ
ＰＥＥＫ及びアルミニウムそれぞれ１０ｍｍの部材は３０℃の温度上昇により、
（ＰＥＥＫ）５．０×１０－５×１０×３０＝１５．０×１０－３ｍｍ
（アルミニウム）２．３×１０－５×１０×３０＝６．９×１０－３ｍｍ
の伸びが生じる。ゆえに両者間に約８×１０－３ｍｍすなわち８μｍの隙間ができる。そ
もそも軸受部２４４～２４６と動力軸との間には、動力軸が回転するための隙間管理と加
工精度上の都合で数μｍの隙間がある。血液成分のほとんどが大きさ数μｍであり、軸受
部２４４～２４６の隙間に血液成分が入り込み汚れとして溜まってしまう。
【００５６】
　そこでシャフト２６１ａ～２６３ａと軸受部２４４～２４６の材質を線膨張率を変える
ことで、洗浄時には温度変化により、上記に述べたように本来の隙間の２倍以上の隙間、
すなわち洗浄流路を確保することで、これら隙間に入り込んだ汚れを流れ落ちやすくする
。洗浄後再び手術に使用するときは常温下におかれるので、シャフト２６１ａ～２６３ａ
と軸受部２４４～２４６との隙間管理が回復し、軸ぶれ等が生じず機能が損なわれること
がない。洗浄流路の大きさの管理は、材質の線膨張率と洗浄時の周囲温度で行われること
から、より洗浄流路を広げて洗浄効果を上げたい場合には、線膨張率の大きい材質を使用
すればよい。
【００５７】
　例えばアクリルは線膨張率が７．０×１０－５であるので、軸ケース２４０の材質にＰ
ＥＥＫを使用するよりアクリルを使用することで洗浄流路が広がる。アクリルは透明な物
質であるため、汚れ度合いを目視で確認できる点でも優れている。また、洗浄過程におい
て潤滑剤を混入する方法がとられ、潤滑剤は器具表面や関節軸において潤滑膜を生成する
。この膜厚は数μｍであり、先に述べたシャフト２６１ａ～２６３ａと軸受部２４４～２
４６との間に生じる隙間である洗浄流路においても形成されうる。洗浄流路内で形成され
た潤滑膜は、器具を使用するときには洗浄流路を埋め、汚れが進入することを防止する働
きをする。以上述べたように、医療用器具を線膨張率の異なる材質で構成することで、洗
浄時に洗浄流路を生じさせ、洗浄を効果的に実施することができる。
【００５８】
　図１４は、軸ケース２４０を模式的に示す図である。図１４に示すように、器具内部の
中空部分で、鉛直方向で最も高い部分に接続されるように洗浄ポート２４３を配すること
で洗浄ポート２４３から流入する洗浄水を効果的に器具の中空内部に流すことができる。
なお、洗浄ポート２４３は、洗浄水が軸ケース２４０の中空部２４２をくまなく流れるよ
うに、軸ケース２４０の一端側に配置される。
【００５９】
　図１５は、軸ケース２４０の変形例を模式的に示す図である。洗浄ポート２４３の口ま
で洗浄流路２４７を配し、洗浄ポート２４３に向けて洗浄流路２４７の深さを変化させる
ようにしてもよい。
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【００６０】
　図１６は、軸ケース２４０の別の変形例を模式的に示す図である。図１６に示すように
、軸ケース２４０が置かれたときの姿勢が傾くことを利用し、器具内部の中空部分で、鉛
直方向で最も高い部分に接続されるように洗浄ポート２４３を配した例である。この洗浄
ポート２４３と洗浄流路２４７（不図示）とを接続すれば効果的な流水洗浄効果が得られ
る。
【００６１】
　さらに、超音波洗浄時に中空部２４２に溜まった空気が超音波のエネルギの伝播を阻害
するため洗浄不良の原因となるが、このようなとき、洗浄ポート２４３は内部の溜まった
空気を排出する出口にも活用することができる。上記に述べたように、中空部２４２の鉛
直最上部または洗浄流路２４７の鉛直最上部に洗浄ポート２４３が位置することで、各部
に溜まった空気は自ずと洗浄ポート２４３から排出することができ、さらなる洗浄効果を
維持できる。
【００６２】
　この他、洗浄流路２４７それぞれに洗浄ポート２４３を取り付けるようにしてもよい。
また、筐体２４１全体の構造バランスをふまえて、洗浄ポート２４３の位置を決定しても
よい。
【００６３】
　図１７は、操作部２１０と作業部２２０とが分離できないタイプの医療用マニピュレー
タ２００を示す斜視図である。図１７において図２と同一機能部分には同一符号を付した
。なお、図１７中２９０はトラカールを示している。このような医療用マニピュレータ２
００に対しても本発明は適用可能である。
【００６４】
　図１８は、処置部２３０に設けられたグリッパ２３１を示す斜視図である。グリッパ２
３１は、第１のリンク２３１ａと第２のリンク２３１ｂの材質がＰＥＥＫで形成され、両
者の関節である関節軸２３１ｃがＳＵＳで形成されている。正確な動作ができるように、
リンク２３１ａ，２３１ｂと関節軸２３１ｃとの寸法管理は重要であり、大きな隙間を作
ることはできない。しかし、洗浄時においては正確な動作は必要ないため、軸周りに隙間
が生じても構わない。
【００６５】
　ＳＵＳの線膨張率は１．６×１０－５であり、リンク２３１ａ，２３１ｂと関節軸２３
１ｃとの材質を異なったものにすることで、前述したように数μｍの隙間が生じ、これが
洗浄流路となって、軸周りに付着した汚れを流し落とすことができる。すなわち、処置部
２３０は最も汚れる部分であり、その関節軸部分は洗浄が困難な部分である。ここで、材
質の線膨張率の違いにより洗浄流路を生成することで洗浄効果を高めることができること
となる。
【００６６】
　なお、洗浄流路以外でも、線膨張率の違いにより洗浄において効果を発揮する。例えば
、医療用器具には構成部品を止めるためのねじが複数配されている。超音波洗浄装置にて
器具を洗浄すると、これらねじが振動によって緩み外れてしまうことがある。洗浄槽内で
外れたねじは紛失することもあり問題である。
【００６７】
　そこでねじの受け側をアルミニウム、ねじをＰＥＥＫで構成する。洗浄時の温度変化に
よりこれらの大きさが変化する。このとき受け側よりもねじの方が広がろうとするので、
ねじと受け側との間において締め付け力が増大し、洗浄時の振動によってもねじが外れに
くくなる。
【００６８】
　なお、上述した一体型の医療用マニピュレータ２００について説明したが、連結部が無
く操作部と作業部とが離れた箇所に設置され、操作部と作業部とにそれぞれ制御装置が配
備され、それらがデータ通信を行うことでマスタスレーブ動作を実現する形式の遠隔操作
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型の医療用マニピュレータに適用できるのは勿論である。
【００６９】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の一実施の形態に係る医療用一体型マニピュレータシステムを示す斜視図
。
【図２】同医療用マニピュレータシステムに組み込まれた医療用マニピュレータを示す斜
視図。
【図３】同医療用マニピュレータ本体の構造を示す説明図。
【図４】同医療用マニピュレータシステムに組み込まれた制御装置の構成を示すブロック
図。
【図５】同医療用マニピュレータの軸ケースを示す斜視図。
【図６】同医療用マニピュレータの軸ケースの要部を示す断面図。
【図７】比較となる軸ケースを示す斜視図。
【図８】同医療用マニピュレータの軸ケースの第１変形例を示す斜視図。
【図９】同医療用マニピュレータの軸ケースの第２変形例を示す斜視図。
【図１０】同医療用マニピュレータの軸ケースの第３変形例を示す斜視図。
【図１１】同医療用マニピュレータの軸ケースの第４変形例を示す斜視図。
【図１２】同医療用マニピュレータの軸ケースの第５変形例を示す斜視図。
【図１３】同医療用マニピュレータの軸ケースの洗浄流路の変形例を示す要部断面図。
【図１４】同医療用マニピュレータの軸ケースの洗浄ポートの位置を示す説明図。
【図１５】同医療用マニピュレータの軸ケースの洗浄ポートの位置を示す説明図。
【図１６】同医療用マニピュレータの軸ケースの洗浄ポートの位置を示す説明図。
【図１７】同医療用マニピュレータの変形例を示す斜視図。
【図１８】同医療用マニピュレータに組み込まれたグリッパを示す斜視図。
【符号の説明】
【００７１】
１００…医療用マニピュレータシステム、２００…医療用マニピュレータ、２１０…操作
部、２２０…作業部、２３０…処置部、２３１…グリッパ、２４０…軸ケース、２４１…
筐体、２４２…中空部、２４３…洗浄ポート、２４４～２４６…軸受部（凹部）、２４７
…洗浄流路、２５０…連結部、２６０…動力伝達部、２６１～２６３…回転軸、２６１ａ
～２６３ａ…シャフト、２６１ｃ～２６３ｃ…軸受、２６４～２６６…ワイヤ、３００…
制御装置、４００…指令入力装置、５００…動作状態表示器。
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